
広報かみのかわ  26.11.15

【
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
対
策
】 

外
出
後
に
は
、手
洗
い
・
う
が
い
を
し
っ
か
り
と
し
ま
し
ょ
う
。

宇
都
宮
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

11
月
11
日
か
ら
17
日
は「
税
を
考
え
る
週
間
」で
す

国
税
庁
で
は
、毎
年
11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
の
期
間
を

「
税
を
考
え
る
週
間
」と
し
て
、税
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を

提
供
し
た
り
、納
税
者
の
方
か
ら
の
税
務
行
政
に
対
す
る
ご

意
見
や
ご
要
望
を
お
聴
き
す
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

今
年
も
昨
年
に
引
き
続
き
、「
税
の
役
割
と
税
務
署
の
仕

事
」を
テ
ー
マ
と
し
て
、税
の
役
割
や
適
正
・
公
平
な
課
税
と

徴
収
の
実
現
に
向
け
た
国
税
庁
・
国
税
局
・
税
務
署
の
取
組

や
国
税
庁
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
・
国
際
化
に
対
す
る
諸
施
策
を
、国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ
り
紹
介
い
た
し
ま
す
。

是
非
こ
の
機
会
に
、税
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）を

始
め
ま
せ
ん
か

自
宅
や
事
務
所
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
、①
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
、法
人
税
及
び
復
興
特
別
法
人
税
、贈
与
税
、酒
税
並

び
に
印
紙
税
の
申
告
、②
全
税
目
の
納
税
、③
申
請
・
届
出
等

の
各
種
手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、平
成
26
年
6
月
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
一
部
の

手
続
き
等
に
つ
い
て
ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告
等
を
行
う
際
に
は
、

一
部
の
場
合
を
除
き
、電
子
証
明
書
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。

詳
し
い
情
報
は
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

白
色
申
告
の
方
の
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
に

つ
い
て

個
人
の
白
色
申
告
の
方
で
事
業
や
不
動
産
貸
付
等
を
行

う
全
て
の
方（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
い
方
も
、含
ま
れ
ま
す
。）は
、平
成
26
年
1
月
か
ら
記

帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
や
記
帳
の
内
容
の
詳
細
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方

の
帳
簿
の
記
載
・
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
」を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、宇
都
宮
税
務
署
個
人
課
税
部
門
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

平
成
26
年
分　

決
算
説
明
会
の
お
知
ら
せ

税
務
署
で
は
、収
支
及
び
決
算
書
の
作
成
方
法
や
そ
の
作

成
に
当
た
っ
て
の
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て
、次
の
と
お
り
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

な
お
、説
明
会
で
使
用
す
る
資
料
は
、当
日
、会
場
で
配
付

い
た
し
ま
す
。

ま
た
、講
師
は
、税
務
署
職
員
又
は
税
務
署
が
依
頼
し
た

税
理
士
が
行
い
ま
す
。

※
宇
都
宮
税
務
署
管
内
の
方（
宇
都
宮
市
・
上
三
川
町
）で
あ

れ
ば
、ど
の
会
場
で
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。な
お
、各
会

場
は
、駐
車
場
の
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
く
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、お
車
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。ご

不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

対　　象

事業所得(営業)

事業所得(農業)

不動産所得

事業所得(営業)

事業所得(農業)

不動産所得

12月  2日(火）

12月  4日(木）

12月  5日(金）

12月  3日(水）

12月  4日(木）

12月  9日(火）

12月  9日(火）

12月10日(水）

午後  2時～  4時

午後  2時～  4時

午前10時～12時

午前10時～12時

午前10時～12時

午前10時～12時

午後  2時～  4時

午前10時～12時

うつのみや市商工会館　大会議室

栃木県産業会館　2階大会議室

宇都宮市総合コミュニティセンター

栃木県産業会館　2階大会議室

栃木県産業会館　2階大会議室

青
色
申
告
者

白
色
申
告
者

開催日 開催時間 会　　場
▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
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税
務
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個
人
課
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第
一
部
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